
 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年狭山警察署管内特殊詐欺被害件数 16件(前年比－４件)被害総額約１億2,240万円 
                   （令和８年３月末現在、この数値は暫定値です。） 

 

① 車道が原則、左側を通行 

   歩道は例外、歩行者を優先 

② 交差点では信号と 

  一時停止を守って、安全確認 

③ 夜間はライトを点灯 

④ 飲酒運転は禁止 

⑤ ヘルメットを着用 

 (令和5年４月１日より努力義務) 

 

 

3月20日～4月20日までの取扱い 

 遺失・拾得 59件  窃盗 ６件 

 交通事故  26件   

 本数値は、交番での取り扱い件数であり、 

刑法犯認知件数とは異なります 

 ５月16日（土）13:15から 

 所沢航空記念公園 

  野外ステージにて開催 

 ご家族・お友達と楽しい 

ひと時を過ごしませんか？ 

      入場無料 

 ゴールデンウィークは旅行等で留

守になる機会が多いと思います。   

 外出する際には、確実な施錠と防

犯対策（補助錠や防犯フィルム、セン

サーライト等の活用）、新聞の留守止

め等をお願いします。 

 

 

 携帯電話使用

の違反です。 

 止まってくだ

さい。 

 

 罰金12，000円、

今払える？ 

 今、払わないと捕ま

るからね。 

 

青切符 

 ４月１日から自転車の違反に対し、青切符が導入されましたが、この制度を悪用した詐欺が全国で発生して

います。犯人は私服、もしくは制服のように見える青っぽい服を着ており、違反した自転車を止め、警察官を

名乗り、違反金額を告げて「今、払わないと捕まる。」などと、相手を動揺させ、その場で現金の支払いを要求

し、現金と引き換えに交通反則切符のような紙と金額が書かれた納付書のような紙を手渡すという手口で

す。        

 

 
 

 

              

       
 

 

◇ 警察官がその場で反則金を直接受け取ることは絶対にありません。 
   反則金は警察官から渡された納付書を持って金融機関の窓口で納めます。 

◇ 16歳未満であれば青切符の対象外であり、指導警告にとどめます。 

◇ 交通取締りは必ず制服で実施します。私服では実施しません。 

   私服で止められたときは、警察手帳を確認すると同時に警察署に電話して確 

  認してください。 

 

 

 

 

 


